
別紙様式第１号（第３条第１項関係）

R1.5

　(宛先）
　　埼 玉 県 自 動 車 税 事 務 所 長　　

　　　譲　受　人 郵便番号 －

　　 フ　リ　ガ　ナ

住　　　所
フ　リ　ガ　ナ

氏　　　名

電話番号 （ ）

記

　

　　　譲　渡　人 住　　　所
（納税義務者） 住

氏　　　名 実印 所

電話番号 （ ）

切り取り線

○　添付書類

１　譲渡人の「印鑑登録証明書」　（原本で発行後６か月以内のもの）　

２　「登録識別情報等通知書」「輸出抹消仮登録証明書」の写しなど抹消が確認できる書類（抹消の場合）

３　「戸籍謄本」「住民票」「登記事項証明書」の写しなど変更の事実が確認できる書類（譲渡人の住所・氏名に変更がある場合） 

○　提出期限（締切日必着）　　＊当該期限日が休日等の場合翌開庁日

・　抹消登録日が　  1日～15日まで　 ⇒　その月の25日
　　　　　　　　　 　  　16日～月末まで 　⇒  翌月の10日
・　二重納付　　　　　　　　　　　　⇒　２回目の納付から10日以内

　　・　減免・課税保留・更正請求　⇒　減免、課税保留、更正請求の申請時

○　注意事項　（必ずお読みください。）
１　この通知書を提出すると還付金、過誤納金は譲受人に還付され、納税義務者には還付されませんのでご注意ください。

２　譲渡人（納税義務者）は、個人、法人とも必ず実印（登録印）を押印してください。

３　譲渡人（納税義務者）に未納の徴収金がある場合、未納の徴収金に充当した後の残額を譲受人に還付します。

４　納税義務者（個人）死亡の場合、相続人が譲渡人となります。納税義務者の除籍と相続人の相続権が確認できる戸籍

　謄本（抄本）を添付してください。

５　複数の税目及び年度の税金の還付を受ける場合には、税目別かつ年度別に１通ずつ作成してください。

６　譲渡人の住所や氏名に変更がある場合には、必ず変更が確認できる書類を添付してください。「添付書類」欄参照。

提出先 (郵送の場合は、直接、自動車税事務所（さいたま市大宮区下町3-8-3）あて送付してください。)

　　埼玉県自動車税事務所　　 　　　〒３３０－０８４4　　　さいたま市大宮区下町3-8-3 ℡　０４８（６５８）０２２５

　　　　　　　 大　宮　支　所　　　 　　 〒３３１－８５８０　　　さいたま市西区中釘２１５２ ℡　０４８（６２３）０６００

　　　　　　　 熊　谷　支　所　　　 〒３６０－０８４４　　　熊谷市御稜威ヶ原７０１－５ ℡　０４８（５３２）８０１１

　　　　　　　 所　沢　支　所　　　 〒３５９－００２６　　　所沢市牛沼６９０－１ ℡　０４（２９９８）１３２１

　　　　　　　 春日部 支  所　　　 〒３４４－００４２　　　春日部市増戸７５２－５ ℡　０４８（７６３）４１１１

所有者コード

還 付 請 求 権 譲 渡 通 知 書

私（ 譲渡人）は下記の過誤納 還付 金（ 還付 加算 金を 含む ）に 係る 還付 請求 権を

自　動　車　登　録　番　号 税　　目

かな

自動車取得税

　　　　年      月     日

還付の発生原因及び発生年月日

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

自税使用欄

氏
商

所　沢　　 川　越 　　川　口 　　越　谷 自　動　車　税

年　度

上 記 譲 受 人 に 譲 渡 し た の で 通 知 し ま す 。

春日部　　　熊　 谷　　　大　 宮 １　抹　　　消　　　２　二重納付　　　３　減　　　免

 ４　そ　の　他　（　　　　　　　　　　　　　　）

年度


